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保 健 だ よ り

子
ど
も
の
予
防
接
種

償
還
払
い
の
期
限
に
ご
注
意
を

定
期
予
防
接
種

　

入
院
・
入
所
な
ど
の
や
む
を
得
な

い
事
情
に
よ
り
、
平
成
30
年
４
月
１

日
～
平
成
31
年
３
月
31
日
㈰
に
、
定

期
予
防
接
種
を
全
額
自
己
負
担
で

「
茨
城
県
内
定
期
予
防
接
種
広
域
事

業
協
力
医
療
機
関
」
以
外
で
受
け
た

方
に
つ
い
て
は
、
償
還
払
い
制
度
が

適
用
さ
れ
ま
す
。

　

該
当
す
る
方
は
、
平
成
31
年
３
月

29
日
㈮
ま
で
に
、
次
の
①
～
③
を
持

参
の
上
、
健
康
増
進
課
窓
口
へ
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

①
接
種
額
が
証
明
で
き
る
領
収
書

②
接
種
し
た
こ
と
が
証
明
で
き
る
も

　

の
（
母
子
健
康
手
帳
な
ど
）

③
印
鑑

※
郵
送
申
請
の
場
合
は
、
平
成
31
年

３
月
31
日
㈰
の
消
印
有
効
。
詳
し
く

は
健
康
増
進
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

任
意
予
防
接
種

　

子
ど
も
の
任
意
予
防
接
種
（
小
児

季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
・
お
た
ふ

く
か
ぜ
）
助
成
対
象
者
で
、
次
の
接

種
期
間
中
に
「
市
任
意
予
防
接
種
協

力
医
療
機
関
」
以
外
で
接
種
を
受
け

た
方
に
つ
い
て
は
、
償
還
払
い
制
度

が
適
用
さ
れ
ま
す
。

▼
接
種
期
間

〇
小
児
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予

　

防
接
種
…
平
成
30
年
10
月
１
日
㈪

　

～
平
成
31
年
１
月
31
日
㈭

〇
お
た
ふ
く
か
ぜ
予
防
接
種
…
平
成

　

30
年
４
月
１
日
㈰
～
平
成
31
年
３

　

月
31
日
㈰

　

助
成
を
希
望
す
る
方
は
、
平
成
31

月
３
月
29
日
㈮
ま
で
に
、
下
記
の
①

～
③
を
持
参
の
上
、
健
康
増
進
課
窓

口
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

①
接
種
額
が
証
明
で
き
る
領
収
書

②
接
種
し
た
こ
と
が
証
明
で
き
る
も

　

の
（
母
子
健
康
手
帳
な
ど
）

③
印
鑑

※
郵
送
申
請
の
場
合
は
平
成
31
年
３

月
31
日
㈰
の
消
印
有
効
。
詳
し
く
は

健
康
増
進
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

※
対
象
者
な
ど
助
成
内
容
の
詳
細

に
つ
い
て
は
、
広
報
９
月
号
（
№

１
４
９
）
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

成人肺炎球菌予防接種は
お済みですか？
接種期限は３月 31日㈰です
　成人肺炎球菌予防接種の定期予防接種の対象者
は、年度ごとに異なります。平成 30年度に対象と
なる方の接種期限は平成 31年３月 31日㈰です。
　対象の方で、予診票がない方は、健康増進課で再
発行することができます。詳しくは健康増進課へお
問い合わせください。
※対象となる方には、昨年４月下旬に接種券を郵送
しています。対象者や助成額などの詳細については、
広報つくばみらい４月号（No.144）または市ホー
ムページをご覧ください。

問 健康増進課（保健福祉センター内）  ☎25 ‐ 2100

問 

健
康
増
進
課
（
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
内
）  

☎
25
‐
２
１
０
０

健康食品利用時の注意点

　

健
康
食
品
と
は
、
一
般
的
に
健

康
に
良
い
こ
と
を
う
た
っ
た
食
品

全
般
の
こ
と
を
い
い
、
さ
ま
ざ
ま

な
健
康
食
品
が
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

健
康
食
品
の
中
に
は
、
錠
剤
や
カ
プ
セ
ル
状

の
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
特
定
の
成
分

が
濃
縮
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
過
剰
な
量

の
成
分
を
摂
取
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
健

康
被
害
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
注
意
が

必
要
で
す
。
医
薬
品
を
連
想
さ
せ
ま
す
が
、
あ

く
ま
で
も
食
品
の
一
種
で
す
。

過
剰
摂
取
に
注
意
！

くらしのＱ＆Ａ

Ａ

健康食品を利用しようと思います。注意点を教え
てください。　　　　　　　　　　（60代・女性）

　

健
康
食
品
を
複
数
利
用
し
た
り
、
医
薬
的
な

効
果
を
期
待
し
て
の
利
用
は
し
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
自
己
判
断
で
の
薬
と
の
併

用
は
避
け
ま
し
ょ
う
。
不
調
を
感
じ
た
ら
す
ぐ

に
利
用
を
や
め
、
医
師
や
薬
剤
師
な
ど
の
専
門

家
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

　

本
来
、
健
康
の
基
本
は
「
栄
養
バ
ラ
ン
ス
の

と
れ
た
食
事
、
適
度
な
運
動
、
十
分
な
休
養
」

で
す
。
安
易
に
健
康
食
品
で
栄
養
の
か
た
よ
り

を
な
く
そ
う
と
せ
ず
、
食
事
・
運
動
・
休
養
の

質
を
高
め
る
た
め
の
補
助
的
な
も
の
と
し
て
上

手
に
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

Ｑ

問　
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

（
谷
和
原
庁
舎
１
階
）
☎
25

‐
３
２
８
８

消費生活センターイメージ
キャラクター『まみりん』


